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中国税務 

増値税改革－不動産編 
 

2016年 3月 24日、財政部および国家税務総局はウェブサイト上で「営業税に

代えて増値税を徴収する試験の全面的な実施に関する通知」（財税[2016]36

号）（以下、36号通達）を公布した。当該通達に基づき、2016年 5月 1日か

ら営業税に代えて増値税を徴収する試験（以下、増値税改革試験）が全面的に

実施され、建築業、不動産業、金融業および生活サービス業もその対象とな

る。36号通達は交通運輸業、現代的サービス業、郵便および電信業に係る現行

の増値税の取扱いにも変更を加えるものであり、財税[2013]106号等の増値税改

革試験に関する現行の通達は廃止される。これにより、従来は営業税の対象で

あった業種もすべて増値税の対象に移行する。 

 

Tax Analysis P232では、36号通達の重要な規定を全体的に説明したが、本 Tax 

Analysisでは、不動産業に関する規定および当該業種に対する影響について分

析する。 

 

36号通達における不動産業に対する政策の要点 

 

不動産の販売に適用される増値税政策 

 

2016年 5月 1日から、不動産業も増値税の課税対象となり、不動産の販売およ

び土地使用権の譲渡には 11%の税率が適用される。一般納税者が旧プロジェク

トの不動産あるいは旧不動産を販売する場合、一般課税方式と簡易課税方式の

いずれかを選択適用することができる。一般課税方式を選択する場合は 11%の

税率が適用され、簡易課税方式を選択する場合は 5%の徴収率が適用される。 

 

ここでいう“旧プロジェクトの不動産”あるいは“旧不動産”とは、次のもの

を指す。 

 

 不動産開発企業が自ら開発した不動産を販売する場合の、「建築工事施

工許可証」に記載された契約の着工日が 2016年 4月 30日以前の不動産

プロジェクト（“旧プロジェクトの不動産”）  

 その他の場合の、納税者が 2016年 4月 30日以前に取得あるいは自己建

設した不動産（“旧不動産”） 

 

このほか、36号通達では、各状況下においてどのように課税標準となる売上額

を計算するかについても規定している。具体的な政策は、次頁の表一、表二の

とおりである。 

 

36号通達の付属文書 3（「営業税に代えて増値税を徴収する試験の経過措置に

関する規定」）では、個人が住宅を売却する場合に適用される増値税政策につ

いて、次のように規定している。 

  

 個人が自ら建設し、使用する住宅を売却する場合、増値税を免除する。 

 個人が購入した住宅を売却する場合、購入後の年数、不動産の所在地

（北京市、上海市、広州市および深圳市にあるか否か）等の条件によ

り、増値税の取扱いが異なる（具体的な政策については、次頁の表三を

参照）。 
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不動産のリースに適用される増値税政策 

 

2016年 5月 1日から、不動産のリースサービスには 11%の増値税税率が適用される。一般納税者がオペレーティングリ

ース方式で旧不動産をリースする場合、一般課税方式あるいは簡易課税方式を選択適用することができる。一般課税方

式を選択する場合は 11%の税率が適用され、簡易課税方式を選択する場合は 5%の徴収率が適用される。関連の政策に

ついては、表四を参照。 

 

表一：不動産開発企業が自ら開発した不動産 1を販売する場合の増値税処理 

 

 旧プロジェクトの不動産 新プロジェクトの不動産 

 一般

課税

方式 

簡易

課税

方式 

税率/徴収率/ 

仮徴収率 

売上額に係る 

特殊規定 

一般

課税

方式 

簡易

課税

方式 

税率/徴収率/ 

仮徴収率 

売上額に係る 

特殊規定 

一般 

納税者 

V V 一般：11% 

（3%仮徴収）
2 

 

簡易：5% 

一般：土地を譲

受した時に政府

部門に支払った

土地代金を控除

することができ

る。ただし、予

納段階では控除

できない。 

 

簡易：なし 

V X 11% 土地を譲受した

時に政府部門に

支払った土地代

金を控除するこ

とができる。 

小規模 

納税者 

X V 5% なし X V 5% なし 

 

注 1：不動産開発企業が代金前受方式を採用して開発した不動産を販売する場合、前受金を受領した時に、3%の仮徴収

率で計算した増値税を予納する。 

注 2：一般課税方式を適用する場合、3%の仮徴収率で計算した税額を不動産の所在地で予納した後、機構所在地の所轄

税務機関で納税申告を行う。 

 

表二：不動産を自ら開発する場合以外 1の増値税処理 

 

 旧不動産 新不動産 

 一般

課税

方式 

簡易

課税

方式 

税率/徴収率/ 

仮徴収率 

売上額に係る 

特殊規定 

一般

課税

方式 

簡易

課税

方式 

税率/徴収率/ 

仮徴収率 

売上額に係る 

特殊規定 

自己建設したものでない不動産 

一般 

納税者 

V V 一般：11% 

（5%仮徴収） 

 

簡易：5% 

一般：予納段階

で不動産の購入

原価または取得

時の価格を控除

できる。 

 

簡易：不動産の

購入原価または

取得時の価格を

控除できる。 

V X 11% 

（5%仮徴収） 

予納段階で不動

産の購入原価ま

たは取得時の価

格を控除でき

る。 

小規模 

納税者 2 

X V 5% 不動産の購入原

価または取得時

の価格を控除で

きる。 

X V 5% 不動産の購入原

価または取得時

の価格を控除で

きる。 

自己建設した不動産 

一般 

納税者 

V V 一般：11% 

（5%仮徴収） 

 

簡易：5% 

なし V X 11% 

（5%仮徴収） 

なし 

小規模 

納税者 

X V 5% なし X V 5% なし 

 

注 1：不動産を自ら開発する場合以外で不動産を販売する場合、納税者は原則として、不動産の所在地で税額を予納した

後、機構所在地の所轄税務機関で納税申告を行わなければならない。 



注 2：個人経営者が購入した住宅を売却する場合およびその他の個人が不動産を売却する場合を含まない。 

 

表三：個人が購入した住宅を売却する場合の増値税処理 

 

 2年未満     2年以上 

普通住宅以外の住宅 普通住宅 

北京市、上海市、広州市および 

深圳市以外の地域 

5%の徴収率により

全額の増値税を納付  
増値税を免除 

北京市、上海市、広州市および 

深圳市 

5%の徴収率により

全額の増値税を納付 

5%の徴収率により

（売却収入と購入代

金の）差額について

増値税を納付 

増値税を免除 

 

表四：不動産のオペレーティングリースに係る増値税処理 

 

 旧不動産 新不動産 

 一般課税方式 簡易課税方式 税率/徴収率/ 

仮徴収率 

一般課税方式 簡易課税方式 税率/徴収率/ 

仮徴収率 

一般 

納税者 1 

V V 一般：11% 

（3%仮徴収） 

 

簡易：5% 

 

V X 11% 

（3%仮徴収） 

小規模 

納税者 1，2 

X V 5% X V 5% 

個人によ

る住宅の

リース 

X V 1.5% X V 1.5% 

 

注 1：納税者が機構所在地と同一の県（市）にない不動産をリースする場合、原則として、不動産の所在地で税額を予納

した後、機構所在地の税務機関で納税申告を行わなければならない。 

注 2：個人が住宅をリースする場合を含まない。 

 

 

コメント 

 

短期的には不動産企業の増値税負担に与える影響は小さい可能性がある 

 

不動産業は開発周期が長く、資産が大きく、複雑で、所要資金額も大きいといった特徴を有する。36号通達では、不動

産業のこのような特徴を考慮し、旧プロジェクトの不動産および旧不動産に対して経過措置が設けられた。すなわち、

一般納税者が旧プロジェクトの不動産および旧不動産を販売もしくはリースする場合には、5%の徴収率に基づく簡易課

税方式を選択適用することができる。このような経過措置の下で、短期的に不動産企業の増値税負担はほぼ同水準とな

るか、あるいはやや小さくなる可能性があり、営業税から増値税へのスムーズな移行を果たすという政策策定部門の要

求を満たすことになる。ただし、長期的に見れば、不動産の新プロジェクトには 11%の税率が適用され、且つ不動産開

発原価のうち一定割合を占める人件費や利息支出は仕入税額の控除を受けられないことから、将来的に不動産企業の増

値税負担は増加する可能性がある。 

 

不動産に係る仕入税額控除の政策は商業不動産の販売に有利である 

 

一般納税者が 2016年 5月 1日以降に取得し、且つ会計上、固定資産として計上した不動産、あるいは 2016年 5月 1日

以降に取得した不動産の建設中工事は、特殊な場合を除き、取得した日から 2年間にわたり、その仕入税額を売上税額

から控除することができる。1年目の控除割合は 60%、2年目の控除割合は 40%である。この政策により、不動産を購

入する企業の売上税額から控除できる仕入税額が大きくなり、当該企業の納付税額は小さくなることが期待される。特

に、控除可能な仕入税額が限られている企業にとって、その効果はより明らかであろう。現在の不動産市場の趨勢、お

よび不動産投資のもたらす価値増大効果を考えると、この不動産に係る仕入税額控除の政策は商業不動産の販売を促進

する可能性がある。 

 

不動産開発企業は旧プロジェクトの不動産に対する課税方式を選択することができる 

  

不動産開発企業は旧プロジェクトの不動産に対して、一般課税方式と簡易課税方式のいずれかを選択適用することがで

きる。これらの方式の比較は下表のとおりである。 



 

項目 一般課税方式 簡易課税方式 

税率/徴収率 11% （税率） 5% （徴収率） 

仕入税額を控除できるか否か 可 不可 

土地を譲受する時に政府部門に支払

った土地代金を売上代金から控除で

きるか否か 

可 不可 

増値税管理 比較的複雑である 比較的簡単である 

 

2つの課税方式にはそれぞれ優劣がある。不動産開発企業は旧プロジェクトの不動産に係る今後の仕入税額を見積もり、

自社における増値税管理の水準も考慮した上で、いずれを選択するかを決める必要がある。 

 

土地代金を売上代金から控除できることを明確化  

 

36号通達の付属文書 2（「営業税に代えて増値税を徴収する試験の関連事項に関する規定」）では、従来から不動産開

発企業が関心を寄せてきた土地代金の処理問題について明らかにしている。すなわち、一般納税者である不動産開発企

業が自ら開発した不動産を販売する場合、土地を譲受した時に政府部門に支払った土地代金を売上代金から控除して、

課税標準となる売上額を計算することができる（簡易課税方式を選択適用する旧プロジェクトの不動産を除く）。 

 

現在、政府部門が受領する土地代金は増値税を納付する必要がなく、土地代金に係る仕入税額の控除は生じないことか

ら、このような処理は不動産開発企業にとって望ましいものと考えられる。しかし、不動産開発企業が旧プロジェクト

の不動産に対して簡易課税方式を選択適用する場合、5%の徴収率が適用されるものの、土地代金の控除はできないこと

に留意しなければならない。関連する企業は課税方式の選択が増値税負担に与える影響に注意する必要がある。 

 

従来の営業税政策の一部は踏襲される 

 

不動産業について営業税から増値税へのスムーズな移行を果たすため、従来の不動産業に係る営業税政策の一部は、増

値税改革試験の枠組みの下でも踏襲される。その例として、以下が挙げられる。 

 

 個人が住宅を売却する場合の増値税政策は営業税と基本的に一致し、北京市、上海市、広州市および深圳市にお

いて購入から 2年以上経った普通住宅以外の住宅に対しては、特別な政策が適用される。 

 資産再編の過程において、合併、分割、売却、交換等の方式で、すべてまたは一部の現物資産および関連の債

権、債務と労働力を併せてその他の組織または個人に譲渡する場合の、不動産、土地使用権の譲渡行為に対して

は、増値税を徴収しない。 

 不動産主管部門あるいはその指定機関、公積金管理センター、開発企業および物件管理企業が代理徴収する住宅

特別補修基金に対しては、増値税を徴収しない。 

 不動産の無償譲渡は販売とみなす。ただし、公益事業に用いられるか、社会公衆を対象とする場合を除く。 

 不動産のリースサービスに代金前受方式を採用する場合、前受金を受領した当日に納税義務が発生する。 

 

対応策に関するアドバイス  

 

増値税は営業税と仕組みも徴税管理上の要求も大きく異なるため、営業税から増値税への移行は企業の財務と税務に影

響を与え、業務運営や内部統制に関しても課題を与えることになるだろう。不動産業が増値税の対象となる 5月 1日ま

で 40日もなく、最初の増値税申告の期限は 6月 25日であることから、不動産企業がいくつかの重要な作業に優先的に

取り組むことを提案する。 

 

2016年 5月 1日以前 

 

 所轄税務機関の要求に従い、増値税納税者の登記、課税方式の選択、税金統制設備の購入、増値税インボイス

（発票）の申請作業を行うこと 

 不動産業の税負担の変化を試算、評価し、旧プロジェクトの不動産に係る課税方式を適切に選択すること 

 増値税改革試験による変化に対応するための販売と仕入の方針策定について検討すること 

 売上代金と税金を分ける観点から、業務運営モデルをレビューすること 

 増値税にかかわる会計計算を改めること 

 サプライヤー情報の収集、分類および整理を行うこと 

 契約書のレビューと修正を行うこと 

 管理者、財務担当者、業務担当者に対する研修を行うこと 

 

2016年 6月 25日以前 

 

 増値税の実務手続およびコンプライアンスに関する作業を行い、顧客の要求に従って増値税専用発票または普通

発票を発行するとともに、取得した増値税専用発票の認証を受けること 



 会計計算の移行をスムーズに行うこと 

 初回の増値税申告を行うこと 

 増値税管理マニュアルを作成、整備すること 

 具体的な研修を実施すること 

 

2016年 6月 25日以降 

 

 情報システムの改造と増値税管理システムの構築を行い、増値税の処理と業務のプロセスに対して系統的な管理

を行うこと 

 業務プロセスの最適化を図り、不動産企業の税務効率の向上を図ること 

 

以下では、上述した作業のうちのいくつかについて具体的に説明する。 

 

不動産業の税負担の変化を評価し、旧プロジェクトの不動産に係る課税方式を適切に選択する 

 

旧プロジェクトの不動産には様々な状況が存在する可能性がある。例えば、まだ着工していないもの、工事の進捗が緩

慢で、今後に多額の仕入税額が発生すると見込まれるもの、工事は半分以上進んでいるが、なお多くの仕入税額が発生

し得るもの、竣工が近いもの等である。不動産企業は旧プロジェクトの不動産がいずれの段階にあるかを理解し、今後

発生する可能性のある仕入税額と将来の販売予測に基づき、一般課税方式と簡易課税方式の下での税負担を比較すると

ともに、各課税方式の管理上の要求も考慮した上で、適切な課税方式を選択しなければならない。 

 

なお、一般納税者である不動産企業に財政部および国家税務総局の規定する特定の課税行為が発生した場合、簡易課税

方式を選択適用できるが、一旦選択したら、36か月間は変更することができない。 

 

増値税改革試験による変化に対応するための販売と仕入の方針を策定する 

 

不動産市況に基づき、不動産取引の当事者双方の市場における地位も考慮した上で、増値税負担の合理的な転嫁と配分

を実現するために、価格交渉を行い、不動産の販売価格またはリース価格を適切に調整する。それと同時に、一般課税

方式を適用する場合は、より多くの仕入税額を売上税額から控除できるように、仕入段階においてできる限り増値税専

用発票を取得するようにする。 

 

増値税改革試験による影響を十分に考慮した上で、業務運営モデルの最適化を図る  

 

増値税にかかわる業務のプロセスと現行の業務運営モデルをレビューする。 

 

販売にかかわる事項 

 

 販売の方式とプロセスを識別し、増値税にかかわる業務の類型とリスクを整理して、適用する課税方式と各業務

の特徴に基づいて分類を行い、あるいは資産の再編を行うことを検討する。 

 業務のプロセスと計算方法をレビューし、売上代金と税金を分け、収入および売上税額を正しく計算する。 

 

仕入にかかわる事項 

 

 仕入の方式とプロセスを識別し、仕入の内容とリスクを整理して、各原価と費用の増値税処理を分析する。ま

た、業務のプロセスと計算方法をレビューし、原価と費用および仕入税額を正しく計算する。 

 増値税の課税項目、免税項目、簡易課税項目の仕入税額および用途を区分できない仕入税額の整理と分類を行

い、控除可能な仕入税額と原価に算入すべき仕入税額の計算基準を決める。 

 将来的に仕入税額の控除が問題となる可能性のある状況を識別する。 

 

業務運営モデルの最適化案には以下が含まれるが、これらに限られない。 

 

 販売方式：請求書の発行と入金のプロセス、取引の分類および適用税率の選択、売上代金と税金の分離、発票の

管理、顧客の管理、および価格調整案等 

 仕入方式：仕入段階の発票の管理、支払のプロセス、代金前払のプロセス、費用の未払計上のプロセス、サプラ

イヤーの管理 

 

企業の会計計算、税務申告、発票管理について再整理し、増値税管理マニュアルを作成する 

 

会計制度における増値税にかかわる計算要求に基づき、会計システムの改造すべき点と新たなコントロールポイントを

識別する。これには、複数レベルの会計科目の設置と調整、固定資産に係る仕入税額の処理等が含まれるが、これらに

限られない。また、代金と税金を正しく分けて記録し、税務申告がデータで裏付けられるようにする。 

 

さらに、増値税発票の管理システムを構築するとともに、増値税にかかわるマニュアル、規則および方針をレビュー



し、修正または追加すべき内容を識別することにより、増値税管理マニュアル等を整備する。 

 

顧客、サプライヤーのレビューを行う 

 

企業の顧客およびサプライヤーのレビューを行い、実際の状況に応じて、その類型を整理する。 

 

 顧客：個人顧客と法人顧客を区分し、法人顧客については増値税の一般納税者と小規模納税者を区分する。 

 サプライヤー：各サプライヤーの増値税の納税者身分を識別し、且つ関連の情報を収集する。 

 顧客に対する増値税発票の発行、サプライヤーからの増値税発票の取得の状況を分析し、増値税発票の必要量を

判断する。 

 発票の発行および取得の状況が異なる場合の、顧客、サプライヤーとの価格交渉の余地および税務上の影響につ

いて試算する。  

 

契約書のレビュー 

 

典型的な契約書を選んでレビューを行い、増値税改革試験の実施によって影響を受ける条項を識別する。以下を含む。 

 

 業務、財務、運営、法務等の部門から税金にかかわる契約書のサンプルを収集する。 

 契約書のサンプルにおける増値税に関連する条項（例えば、発票に関する規定、税込み/税抜き価格、支払方

式、契約金額の確定等）を識別し、各契約当事者の交渉力も考慮して、税務の観点からの修正案を提示する。  

 増値税改革試験の経過措置期間に係る契約について、契約履行の実状を踏まえ、経過的な対応案を提示する。例

えば、契約書に規定のない税金にかかわる事項について補充条項を追加するか、あるいは増値税改革試験の実施

前に一部の決済を行い、発票を発行する。 

 

増値税改革試験に関する研修を実施する 

 

不動産企業は速やかに増値税改革試験の実施に対応できるように、できるだけ早く財務と税務の担当者、業務担当者お

よび管理者に対して、各々に合わせた研修を行い、増値税改革試験の実施後における不動産業の経済指標への影響、増

値税政策の規定の適用、変更される会計計算に関する要求、および業務と管理のプロセス（契約の締結、取引の相手方

に関する情報の収集、仕入の管理、発票の管理等を含むが、これらに限られない）について説明する必要がある。 

 

今後の政策および所轄税務機関の増値税実務の動向を注視する 

 

36号通達における不明確な事項について、租税政策部門は今後、明確化を図る可能性がある。不動産企業が今後の政策

と所轄税務機関の増値税実務の動向に注意を払い、税務コンプライアンスの向上を図ることを提案する。 
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